
農林水産省は消費者庁、環境省、厚生労働省とともに「飲食店等における

「食べ残し」対策に取り組むに当たっての留意事項」を作成、去る５月１

６日、都道府県、団体向けに通知が出されました。 

 

我が国において、本来食べられるにもかかわらず廃棄される「食品ロス」

が年間 621 万トン発生しており、このうち 339 万トンが食品産業から発生

しています。この食品産業のうち、飲食店等における食べ残しによるもの

が相当程度を占めています。 

また、一部の地方公共団体においては、飲食店等における食品ロスの削減

に向けて、食べきり運動や自己責任を前提に食べ残しの持ち帰りの呼びか

けが広がっています。 

こうした動向を踏まえて、「食べ残し」対策に取り組むに当たっての留意事

項が作成されたところです。 

【外食事業者の皆様へ】 

『飲食店等における「食べ残し」対策に取り組む

に当たっての留意事項』が通知されました（農水

省・消費者庁・環境省・厚労省） 
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飲食店等における「食べ残し」

対策に当たっての留意事項通知 

「平成 28 年度森林・林業白書」

が公表 



●内容 

持ち帰る前に、消費者・飲食店それぞれの立場から、食べきりの取組を促

進することにより、「食べ残し」の削減を進めることを前提として、残った

料理を持ち帰る場合は、食中毒リスクを十分に理解した上で、自己責任の

範囲で行うことなどが紹介されています。 

 

留意事項の内容と参考資料は、農林水産省のホームページからダウンロー

ドできます。 

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kankyoi/170516.html  

 

林野庁は 5 月 29 日、「平成 28 年度森林及び林業の動向」及び「平成 29 年

度森林及び林業施策」、いわゆる「平成 28 年度森林・林業白書」を公表し

ました。 

平成 28年 6 月に閣議決定された「日本再興戦略 2016」の一つとして「林業

の成長産業化」が位置づけられている中で、この１年間の森林・林業の動

向や主要施策の取組状況が示されています。 

平成 28年度の白書では、特集として「成長産業化に向けた新たな技術の導

入」が記述されているほか、新たな森林・林業基本計画で掲げられた諸課

題やそれらへの取組等について、全国の様々な事例も紹介されています。 

※林野庁ホームページより抜粋、加工 

 

「平成 28年度森林・林業白書」の全文は、林野庁のホームページから閲覧・

ダウンロードが可能です。 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/28hakusyo/index.html  

平成 28 年度森林・林業白書が公表されました 

（林野庁） 

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kankyoi/170516.html
http://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/28hakusyo/index.html


排出事業者の立場から廃棄物・資源循環の課題に“本気”で向き合い、解

決への道筋を導き出すことを目的とした「ゼロエミッション研究会（第１

期）」の、第１回開催の詳細が決定しました。 
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【資源循環事業】 

受講者募集中！６月２０日（火）開講 

『ゼロエミッション研究会（第１期）』 
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http://save -earth.or.jp/archives/4764  

皆様のご参加をお待ちしております。 

３月の第２回は座学講座として開催しましたが、第３回は実地講座として

自然環境調査を依頼している植物相調査員、動物相調査員が同行、植物・

鳥・森の中の生き物の暮らしなどの話を聞きながら、森の中をゆっくりと

散策しました。新緑の森、咲き始めた花々、舞う蝶、鳥の鳴き声などを楽

しみ、あっというまに２時間が過ぎました。江戸時代から残る史跡「六分

水桝場」も見学しました。 

参加された方から「若葉の季節、いろいろな花が咲いているのも観察でき、

良かった」との感想が寄せられました。 

この連続講座は（公社）国土緑化推進機構「緑と水の森林ファンド」の交

付金による助成事業で、「東御の森」での森林環境イベントとして、東御市

と（公財）身体教育医学研究所の協力により実施しています。 

【森林再生事業】 

東御の森（長野県東御市） 

５月２７日（土）第３回「森から学ぶ」自然環境

講座を開催 

http://save-earth.or.jp/archives/4764

